
令和元年度　第１回農村整備事業等計画審査　結果書　【当初計画】

総事業費 受益面積
（千円） （ha）

1 農業集落排水事業 三高 江田島市 107,000 R 2 ～ R 4 59.2 処理施設改修　１式
ポンプ施設改修　１式

農業集落排水の処理施設の改修を行うことに
より，処理施設の適正な運転管理及び維持管
理を行い，農村地域の生活環境の改善や農業
用水域の水質改善を図り，農業経営の安定を
図る。

機器類に経年劣化等による処理機能の低下がみ
られるため。

当初計画を適当と認める

2 農業集落排水事業 志和堀 東広島市 60,000 R 2 ～ R 4 28.8 処理施設改修　１式 農業集落排水の処理施設の改修を行うことに
より，処理施設の適正な運転管理及び維持管
理を行い，農村地域の生活環境の改善や農業
用水域の水質改善を図り，農業経営の安定を
図る。

機器類に経年劣化等による処理機能の低下がみ
られるため。

当初計画を適当と認める

3 農業集落排水事業 神石高原町 神石高原町 55,000 R 2 ～ R 2 251.0 処理施設改修　１式
ポンプ施設改修　１式

農業集落排水の処理施設の改修を行うことに
より，処理施設の適正な運転管理及び維持管
理を行い，農村地域の生活環境の改善や農業
用水域の水質改善を図り，農業経営の安定を
図る。

機器類に経年劣化等による処理機能の低下がみ
られるため。

当初計画を適当と認める

4 農業集落排水事業 御寺宝地 尾道市 30,000 R 2 ～ R 3 16.1 処理施設改修　１式
ポンプ施設改修　１式

農業集落排水の処理施設の改修を行うことに
より，処理施設の適正な運転管理及び維持管
理を行い，農村地域の生活環境の改善や農業
用水域の水質改善を図り，農業経営の安定を
図る。

機器類に経年劣化等による処理機能の低下がみ
られるため。

当初計画を適当と認める

5 農業集落排水事業 上板木 三次市 17,000 R 2 ～ R 4 10.0 処理施設改修　１式 農業集落排水の処理施設の改修を行うことに
より，処理施設の適正な運転管理及び維持管
理を行い，農村地域の生活環境の改善や農業
用水域の水質改善を図り，農業経営の安定を
図る。

機器類に経年劣化等による処理機能の低下がみ
られるため。

当初計画を適当と認める

6 農業集落排水事業 下板木 三次市 16,000 R 2 ～ R 4 12.0 処理施設改修　１式 農業集落排水の処理施設の改修を行うことに
より，処理施設の適正な運転管理及び維持管
理を行い，農村地域の生活環境の改善や農業
用水域の水質改善を図り，農業経営の安定を
図る。

機器類に経年劣化等による処理機能の低下がみ
られるため。

当初計画を適当と認める

7 基盤整備促進事業 神辺 福山市 170,600 R 2 ～ R 4 77.5 除塵設備改修　１式
排水ゲート改修　１式
用水樋門改修　１式

営農経費節減と農業経営向上のために除塵設備
及び用排水樋門の改修を行い，農業用水の安定
確保及び維持管理費の低減を図る。

除塵設備等の経年劣化等による処理機能の低下
がみられるため。

当初計画を適当と認める

8 基盤整備促進事業 岡西 三次市 25,000 R 2 ～ R 4 13.9 パイプライン改修　１式 安定的な農業経営を行うためにパイプライン
を更新し，水管理労力の軽減及び維持管理費
の低減を図る。

管路の老朽化等による漏水が生じているため。 当初計画を適当と認める
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